
ま え が き

大学院の修士課程から現在まで一貫してご指導いただいている伊
い

藤
とう

 隆
りゅう

 二
じ

教
授は、戦後の知的障害児教育を主導していった一人・三

み

木
き

安
やす

正
まさ

教授に学生時
代から師事されております。その三木教授が私財を 擲

なげう

 って設立された 旭
あさひ

 出
で

学園に伊藤先生は学生の頃から関わっており、三木教授からは「頭
ず

を高くする
な。子どもたちから学べ」と言われたそうです。
伊藤先生が「子どもたちから学んだこと」を一言で表現すれば「この子らは
世の光なり」ということです。この子らが神から地上に派遣された世の光なら
ば、当然「精

せい

神
しん

薄
はく

 弱
じゃく

 児
じ

」「 障
しょう

 害
がい

児
じ

」と呼ぶことは不
ふ

遜
そん

以外の何ものでもあり
ません。本人は一度も自身を「クリスチャンである」とおっしゃったことはな
い伊藤先生ですが、その思想の根底にはキリスト教思想があります。
一方、知的ハンディキャップを持つ人を、どう呼称するかは、現在に至るま

で議論が途
と

絶
だ

えることがありません。それは、どのような「用語」を用いても
変わらないのかもしれませんが、本書では、筆者の師である伊藤隆二教授が提
唱している「『 障

しょう

 害
がい

児
じ

』から『啓
けい

発
はつ

児
じ

』へ」の思想を研究の出発点とします。
近
おうみ

江学園の創立者・糸
いと

賀
が

一
かず

雄
お

氏は「この子らを世の光に」と言われました
が、伊藤教授は、それを更

さら

に進めて上述のように「この子らは世の光なり」と
主張されています。なぜ「この子らは世の光なり」なのか、また、なぜ「障害
児」ではなく「啓発児」なのか、ということを本書は解

と

き明
あ

かしたいと思いま
す。その際、1992年に特に集中した「精

せい

神
しん

薄
はく

 弱
じゃく

 」用語問題に関する議論を中
心に考察を進めていきます。
なお、伊藤先生から教えを享

う

け、筆者は基本的視点を次のように定めており
ます。
「知的ハンディキャップのある『この子ら』は、その『弱さ』ゆえに神に選
ばれた存在であり、その『弱さ』ゆえに神の光を、そのまま受け容

い

れ、自らが
『世の光』となる。『この子ら』の光を身に受けた、眼の前が曇っていた私（鶴

　�



�

田）を含んだ『強者』の内、目
め

覚
ざ

めた者は、 己
おのれ

 の至
いた

らなさを自覚し、正しく
ものを見ることに覚醒し、 自

みずか

 ら低きに視点を移して正しく生きるようになる。
そのような人が一人でも増える社会が達成されれば、『この子ら』は『障害児』
ではなく『啓発児』と呼ばれるのが相

ふさわ

応しいということになるのである」。
以上の視点から本書を展開していきたいと思います。
最後になりましたが、本書を伊藤隆二先生に捧げます。

2018年 5月
鶴田一郎
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